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海外労働事情

　

労
働
政
策
研
究
・
研
修
機
構
（
Ｊ
Ｉ
Ｌ
Ｐ

Ｔ
）
は
二
○
一
四
年
五
月
三
〇
日
、
韓
国
労

働
研
究
院
（
Ｋ
Ｌ
Ｉ
）
と
「
日
韓
ワ
ー
ク

シ
ョ
ッ
プ
」
を
東
京
で
共
催
し
た
。
本
ワ
ー

ク
シ
ョ
ッ
プ
は
、
日
本
と
韓
国
の
労
働
政
策

研
究
機
関
が
相
互
に
共
通
す
る
課
題
を
テ
ー

マ
に
毎
年
持
ち
回
り
で
開
催
し
て
い
る
。
第

一
四
回
目
の
今
回
は
、「
高
齢
者
雇
用
問
題
：

日
韓
比
較
」
を
テ
ー
マ
に
実
施
し
た
。

　

日
本
で
は
、
改
正
高
齢
者
雇
用
安
定
法
が

二
〇
一
三
年
四
月
一
日
か
ら
施
行
さ
れ
、
希

望
者
全
員
の
六
五
歳
ま
で
の
雇
用
確
保
措
置

が
企
業
に
義
務
づ
け
ら
れ
た
。
韓
国
で
も
、

雇
用
上
の
年
齢
差
別
禁
止
お
よ
び
高
齢
者
雇

用
促
進
法
改
正
法
が
二
〇
一
三
年
四
月
に
国

会
で
可
決
成
立
し
、現
在
、努
力
義
務
と
な
っ

て
い
る
六
〇
歳
以
上
の
定
年
制
が
、
二
〇
一

六
年
か
ら
段
階
的
に
義
務
化
さ
れ
る
。

　

日
韓
と
も
に
高
齢
化
が
急
速
に
進
展
す
る

中
、
ま
す
ま
す
重
要
と
な
っ
て
い
る
高
齢
者

雇
用
問
題
の
現
状
と
課
題
つ
い
て
、
両
研
究

機
関
の
研
究
者
が
報
告
す
る
と
と
も
に
、
年

齢
に
か
か
わ
り
な
く
意
欲
と
能
力
に
応
じ
て

働
く
こ
と
が
で
き
る
「
生
涯
現
役
社
会
」
の

実
現
に
向
け
た
政
策
に
つ
い
て
議
論
し
た
。

各
報
告
の
概
要
を
紹
介
す
る
。

企
業
に
お
け
る
定
年
年
齢
の
推
移

　

二
〇
一
二
年
の
日
本
人
男
性
の
平
均
寿
命

は
七
九
・
九
四
歳
、
四
〇
歳
時
の
平
均
余
命

は
四
一
・
〇
五
歳
と
な
っ
て
い
る
。
厚
生
年

金
の
支
給
開
始
年
齢
は
、
二
〇
〇
一
年
か
ら

段
階
的
に
引
き
上
げ
ら
れ
、
二
〇
二
五
年
に

原
則
六
五
歳
支
給
が
完
成
す
る
予
定
で
あ
る
。

　

厚
生
労
働
省
の
「
就
労
条
件
総
合
調
査
」

に
よ
る
と
、
二
〇
一
三
年
に
お
い
て
定
年
制

度
の
あ
る
企
業
の
割
合
は
九
三
・
三
％
で
、

そ
の
う
ち
九
八
・
四
％
が
一
律
定
年
制
を
採

用
し
て
い
る
。
企
業
の
定
年
年
齢
は
、
二
〇

〇
〇
年
代
後
半
に
、
六
〇
歳
定
年
の
割
合
が

大
幅
に
低
下
（
〇
五
年
：
九
一
・
一
％
→
〇

九
年
：
八
二
・
四
％
）
す
る
一
方
、
六
五
歳

以
上
定
年
の
割
合
が
大
き
く
上
昇
（
同
六
・

二
％
→
一
三
・
四
％
）
し
た
。

　

本
報
告
で
は
、
日
本
企
業
の
定
年
年
齢
の

推
移
に
お
い
て
、
五
五
歳
を
六
〇
歳
に
引
き

上
げ
て
き
た
一
九
九
〇
年
代
ま
で
の
時
期
を

第
一
段
階
、
二
〇
〇
〇
年
代
以
降
の
六
五
歳

を
中
心
的
な
目
標
と
す
る
次
な
る
引
き
上
げ

の
時
期
を
第
二
段
階
と
呼
ぶ
こ
と
と
す
る
。

定
年
後
の
雇
用
継
続
制
度

　

五
五
歳
定
年
が
一
般
的
で
あ
っ
た
一
九
七

〇
年
前
後
に
お
い
て
も
、
男
性
高
年
齢
者
の

労
働
力
率
は
五
五
～
五
九
歳
層
で
九
〇
％
を

超
え
て
い
た
。
そ
の
背
景
に
は
、
高
年
齢
者

の
強
い
就
業
意
欲
と
と
も
に
、
定
年
に
達
し

た
従
業
員
を
継
続
雇
用
す
る
制
度
や
慣
行
が

企
業
に
存
在
し
て
い
た
こ
と
が
あ
る（
図
１
）。

雇
用
継
続
制
度
に
は
、
大
別
し
て
、
①
定
年

に
よ
り
雇
用
関
係
は
い
っ
た
ん
終
了
す
る
も

の
の
、
再
雇
用
に
よ
り
実
質
的
に
雇
用
が
継

続
す
る
「
再
雇
用
制
度
」、
②
個
別
的
に
定

年
年
齢
の
適
用
そ
の
も
の
を
延
伸
し
て
雇
用

関
係
を
継
続
さ
せ
る
「
勤
務
延
長
制
度
」
―

―
の
二
つ
が
あ
る
。
ま
た
、
個
別
企
業
と
し

て
雇
用
関
係
は
終
了
す
る
も
の
の
、
グ
ル
ー

プ
企
業
へ
の
転
籍
な
ど
に
よ
り
定
年
年
齢
以

後
も
引
き
続
き
雇
用
を
確
保
す
る
制
度
・
慣

行
も
広
く
行
わ
れ
て
い
た
。
こ
の
よ
う
に
、

働
く
人
々
に
と
っ
て
企
業
の
定
年
が
職
業
か

ら
の
引
退
年
齢
を
意
味
し
な
か
っ
た
よ
う
に
、

多
く
の
企
業
で
は
定
年
が
雇
用
関
係
の
完
全

な
終
了
を
意
味
し
て
い
な
か
っ
た
。

　

定
年
延
長
の
第
一
段
階
に
お
い
て
は
、
六

〇
歳
へ
の
定
年
延
長
が
直
接
の
タ
ー
ゲ
ッ
ト

と
さ
れ
た
。
そ
れ
が
一
般
化
し
た
第
二
段
階

に
お
い
て
は
、
定
年
延
長
は
選
択
肢
の
一
つ

に
と
ど
ま
り
、
六
〇
歳
を
超
え
て
雇
用
を
確

保
す
る
雇
用
継
続
制
度
の
導
入
が
主
な
タ
ー

ゲ
ッ
ト
と
さ
れ
て
い
る
。
二
〇
一
〇
年
代
の

現
時
点
で
は
、
六
〇
歳
定
年
が
六
〇
歳
で
の

雇
用
終
了
を
意
味
し
な
い
状
況
が
現
出
し
て

<Focus>
高齢者雇用問題：日韓比較

― 第１４回日韓ワークショップ ―
国際研究部

　

日
本
：
Ｊ
Ｉ
Ｌ
Ｐ
Ｔ

日
本
に
お
け
る
高
年
齢
者
雇
用
お
よ
び
関
連
す
る
諸
制
度
の
推
移
と
課
題

―
定
年
延
長
と
雇
用
継
続
措
置
を
中
心
と
し
て　
　

浅
尾
裕
・
統
括
研
究
員
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い
る
。

賃
金
プ
ロ
フ
ィ
ー
ル
の
変
化

　

定
年
年
齢
引
き
上
げ
の
第
一
段
階
に
お
け

る
賃
金
プ
ロ
フ
ィ
ー
ル
の
推
移
を
み
る
。
高

卒
男
性
標
準
労
働
者
の
所
定
内
給
与
額
の
賃

金
カ
ー
ブ
は
、
一
九
七
六
年
は
ほ
ぼ
直
線
的

に
上
昇
し
て
い
る
の
に
対
し
、
一
九
八
一
年

は
五
〇
歳
程
度
ま
で
は
ほ
ぼ
直
線
的
に
上
昇

し
た
後
、
五
〇
歳
を
過
ぎ
る
と
ほ
ぼ
横
ば
い

と
な
っ
て
い
る
。
一
九
八
六
年
お
よ
び
一
九

九
一
年
は
、
五
五
歳
を
超
え
る
と
賃
金
額
の

低
下
が
明
確
に
み
ら
れ
る
。
定
年
延
長
に

伴
っ
て
、
多
く
の
企
業
で
五
〇
歳
程
度
か
ら

賃
金
カ
ー
ブ
を
横
ば
い
に
す
る
と
と
も
に
、

延
長
後
の
時
期
は
、
な
だ
ら
か
に
賃
金
額
を

下
げ
る
措
置
を
と
っ
た
こ
と
が
窺
わ
れ
る
。

　

第
二
段
階
の
時
期
に
お
け
る
賃
金
プ
ロ

フ
ィ
ー
ル
を
、
大
卒
男
性
に
つ
い
て
み
た
の

が
、
図
２
で
あ
る
。
デ
フ
レ
経
済
の
下
で
、

賃
金
カ
ー
ブ
の
水
準
が
年
を
追
う
ご
と
に
わ

ず
か
な
が
ら
低
下
し
て
い
る
こ
と
に
留
意
す

る
必
要
が
あ
る
。
二
〇
〇
一
年
の
賃
金
カ
ー

ブ
は
、
五
〇
歳
台
前
半
ま
で
賃
金
が
上
昇
し

た
後
、
六
〇
歳
ま
で
は
ほ
ぼ
横
ば
い
と
な
っ

て
い
る
。

　

そ
の
後
、
年
を
経
る
に
つ
れ
て
上
昇
か
ら

横
ば
い
に
転
じ
る
年
齢
が
総
じ
て
若
く
な
り
、

二
〇
一
三
年
に
は
五
〇
歳
な
い
し
四
〇
歳
台

後
半
ま
で
低
く
な
っ
て
い
る
。
五
〇
歳
台
後

半
に
な
る
と
緩
や
か
で
は
あ
る
が
低
下
傾
向

が
み
ら
れ
る
。
第
二
段
階
に
お
け
る
賃
金
プ

ロ
フ
ィ
ー
ル
の
変
化
の
中
で
も
っ
と
も
特
徴

的
な
こ
と
は
、
六
〇
歳
前
後
で
賃
金
額
が
滝

の
よ
う
に
急
激
に
低
下
し
て
い
る
点
で
あ
る
。

二
〇
一
三
年
に
お
け
る
六
五
歳
の
賃
金
額

（
三
六
九
万
五
〇
〇
〇
円
）
は
、
五
九
歳
の

賃
金
額
（
五
四
一
万
四
〇
〇
〇
円
）
よ
り
一

七
一
万
九
〇
〇
〇
円
低
く
、
お
よ
そ
七
割
の

水
準
と
な
っ
て
い
る
。

高
齢
者
雇
用
対
策
の
流
れ

　

中
高
年
齢
者
の
厳
し
い
就
職
環
境
を
背
景

に
、
職
業
安
定
法
が
一
九
六
三
年
に
改
正
さ

れ
、
中
高
年
失
業
者
に
対
す
る
就
職
促
進
措

置
（
就
職
促
進
手
当
の
支
給
、
職
業
指
導
・

紹
介
、
職
業
訓
練
）
が
導
入
さ
れ
た
。
一
九

七
一
年
に
は
、
そ
れ
を
一
つ
の
独
立
し
た
法

律
に
発
展
さ
せ
た
「
中
高
年
齢
者
等
の
雇
用

の
促
進
に
関
す
る
特
別
措
置
法
」（
以
下
「
中

高
年
雇
用
促
進
法
」）
が
制
定
さ
れ
、
求
職

手
帳
制
度
に
基
づ
く
き
め
細
か
な
職
業
指
導

の
ほ
か
、
中
高
年
齢
者
に
適
し
た
職
種
別
の

雇
用
率
の
設
定
な
ど
に
よ
り
、
就
職
促
進
が

図
ら
れ
た
。
中
高
年
雇
用
促
進
法
は
、
一
九

七
六
年
に
大
き
な
改
正
が
行
わ
れ
、
職
種
別

の
雇
用
率
に
代
え
て
、
企
業
単
位
の
高
年
齢

者
雇
用
率
（
六
％
）
が
努
力
義
務
と
し
て
規

定
さ
れ
た
。
中
高
年
齢
者
を
雇
い
入
れ
た
事

業
主
に
対
し
て
は
、
一
九
七
〇
年
代
後
半
に
、

高
年
齢
者
雇
用
奨
励
金
、
高
年
齢
者
雇
用
安

定
給
付
金
、
中
高
年
齢
者
雇
用
開
発
給
付
金

に
よ
る
助
成
措
置
が
順
次
講
じ
ら
れ
た
。
そ

の
後
、
こ
の
助
成
措
置
は
他
の
対
象
者
類
型

と
統
合
さ
れ
、
特
定
求
職
者
雇
用
開
発
助
成

金
と
し
て
現
在
に
至
っ
て
い
る
。

　

一
方
、
雇
用
対
策
法
に
基
づ
き
一
九
七
三

年
に
策
定
さ
れ
た
第
二
次
雇
用
対
策
基
本
計

画
に
お
い
て
は
、「
六
〇
歳
を
目
標
と
し
て
定

年
延
長
を
推
進
す
る
」
と
明
記
さ
れ
、
第
四

次
計
画
で
は
、「
一
九
八
五
年
度
に
六
〇
歳
定

年
を
一
般
化
」
す
る
目
標
が
掲
げ
ら
れ
た
。

　

六
〇
歳
定
年
の
割
合
が
五
〇
％
を
超
え
た

翌
年
の
一
九
八
六
年
に
は
中
高
年
雇
用
促
進

30.0

40.0

50.0

60.0

70.0

80.0

90.0

100.0

85 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 2000 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12 13

％

30人以上規模企業計 5,000人以上 1,000～4,999人 300～999人 100～ 299人 30～99人

2006年高年齢者法改

正・・・65歳までの雇用

確保措置施行（移行措

置付き）（2004年制定）

1990年高年齢者法改正・・・65歳

までの再雇用努力義務規定

2000年高年齢者法改

正・・・65歳までの雇用

確保措置努力義務規定

2013年高年齢者法改
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図１　継続雇用制度のある企業の割合の推移（企業規模別）

図２　標準労働者の年齢別所定内給与額カーブ（大卒・男性）
―10人以上規模企業計―

資料出所：2004 年以前：厚生労働省「雇用管理調査」、2005 年以降：厚生労働省「就労条件総合調査」
（注）�2005 年以降は、1,000 人以上企業は一括して集計されており、図では 5,000 人以上に接続させて表

示している。

資料出所：厚生労働省「賃金構造基本調査」（各年６月）
（注）�2001 年及び 200６ 年は、６0 歳までのみ集計されている。
　　　�「標準労働者」とは、学卒後直ちに就職した後、継続して勤務していると考えられる年齢と勤続年

数との組合せに該当する者を対象として集計したものである。
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法
が
全
面
的
に
改
正
さ
れ
て
、「
高
年
齢
者
等

の
雇
用
の
安
定
等
に
関
す
る
法
律
」（
以
下

「
高
年
齢
者
雇
用
安
定
法
」）
と
な
り
、
六

〇
歳
定
年
が
努
力
義
務
と
し
て
規
定
さ
れ
た
。

一
九
八
八
年
策
定
の
第
六
次
雇
用
対
策
基
本

計
画
に
お
い
て
は
、「
六
五
歳
程
度
ま
で
の
継

続
雇
用
の
推
進
」
が
明
記
さ
れ
、
一
九
八
九

年
の
高
齢
者
雇
用
安
定
法
改
正
に
よ
り
そ
の

趣
旨
の
努
力
義
務
規
定
が
盛
り
込
ま
れ
た
。

そ
し
て
、
一
九
九
四
年
の
法
改
正
に
よ
り
六

〇
歳
以
上
定
年
が
法
的
義
務
と
な
っ
た
。

　

一
九
九
五
年
に
は
、
雇
用
保
険
法
の
被
保

険
者
に
対
す
る
給
付
と
し
て
、
高
年
齢
雇
用

継
続
給
付
制
度
が
創
設
さ
れ
た
。
こ
れ
は
、

六
〇
歳
以
降
に
継
続
雇
用
さ
れ
、
賃
金
額
が

従
来
の
賃
金
額
と
比
べ
て
一
定
割
合
（
創
設

時
は
八
五
％
、
現
在
は
七
五
％
）
を
超
え
て

低
下
す
る
場
合
、
そ
の
低
下
分
に
応
じ
て
一

定
の
補
填
給
付
を
行
う
も
の
で
あ
る
。

　

二
〇
〇
〇
年
の
高
年
齢
者
雇
用
安
定
法
改

正
に
よ
り
、
定
年
後
の
高
年
齢
者
雇
用
確
保

措
置
（
努
力
義
務
）
と
し
て
、
継
続
雇
用
と

定
年
の
引
き
上
げ
が
並
列
で
規
定
さ
れ
た
。

二
〇
〇
四
年
の
改
正
で
は
、
定
年
の
廃
止
を

含
む
高
年
齢
者
雇
用
確
保
措
置
が
法
的
義
務

と
さ
れ
た
。
た
だ
し
、
こ
の
段
階
で
は
、
対

象
者
に
つ
い
て
、
一
定
の
基
準
を
設
定
す
る

こ
と
が
で
き
る
経
過
措
置
が
認
め
ら
れ
た
。

こ
の
経
過
措
置
が
二
〇
一
二
年
の
法
改
正
に

よ
っ
て
撤
廃
さ
れ
、
二
〇
一
三
年
四
月
か
ら

施
行
さ
れ
て
い
る
。

　

現
在
は
、
六
五
歳
ま
で
の
希
望
者
全
員
の

雇
用
確
保
が
企
業
に
義
務
づ
け
ら
れ
た
段
階

で
あ
る
。
六
五
歳
ま
で
の
継
続
就
業
が
一
般

的
と
な
る
中
で
六
五
歳
ま
で
の
定
年
延
長
を

強
い
助
成
措
置
を
伴
い
な
が
ら
誘
導
し
、
そ

れ
が
一
般
化
し
た
段
階
で
努
力
義
務
と
し
、

や
が
て
法
的
義
務
と
す
る
経
過
を
た
ど
り
な

が
ら
、
年
金
支
給
開
始
年
齢
が
六
五
歳
に
完

全
移
行
す
る
二
〇
二
五
年
を
目
標
に
、
第
二

段
階
が
進
展
し
て
い
く
こ
と
が
予
想
さ
れ
る
。

高
年
齢
者
雇
用
確
保
措
置
の
状
況

　

改
正
高
齢
者
雇
用
安
定
法
が
二
〇
一
三
年

四
月
一
日
に
施
行
さ
れ
た
。
六
五
歳
未
満
の

定
年
を
設
定
し
て
い
る
企
業
に
対
し
、
希
望

者
全
員
の
六
五
歳
ま
で
の
雇
用
を
確
保
す
る

た
め
、「
高
年
齢
者
雇
用
確
保
措
置
」（
①
定
年

の
定
め
の
廃
止
、
②
定
年
の
引
上
げ
、
③
継

続
雇
用
制
度
の
導
入
）
が
義
務
づ
け
ら
れ
た
。

Ｊ
Ｉ
Ｌ
Ｐ
Ｔ
で
は
、
改
正
法
施
行
直
後
の
企

業
の
対
応
状
況
を
確
認
す
る
た
め
、
民
間
企

業
二
万
社
を
対
象
に
ア
ン
ケ
ー
ト
調
査
を
実

施
し
た
（
調
査
時
点
、
二
〇
一
三
年
七
月
一

日
、
有
効
回
収
数
七
一
七
九
件
、
有
効
回
収

率
三
五
・
九
％
）。

　

ア
ン
ケ
ー
ト
調
査
結
果
で
、
法
改
正
へ
の

対
応
前
後
の
高
年
齢
者
雇
用
確
保
措
置
の
実

施
状
況
を
み
る
と
、「
定
年
の
定
め
の
廃
止
」

の
回
答
割
合
は
一
・
九
％
（
対
応
前
）
→
一
・

八
％
（
対
応
後
）
と
ほ
と
ん
ど
変
化
が
な
い
。

「
六
五
歳
へ
の
定
年
の
引
上
げ
」
は
一
〇
・

〇
％
（
対
応
前
）
→
一
二
・
九
％
（
対
応
後
）

と
二
・
九
ポ
イ
ン
ト
増
加
し
た
。「
六
〇
～

六
四
歳
ま
で
の
い
ず
れ
か
の
年
齢
に
よ
る
定

年
と
、定
年
後
の
継
続
雇
用
制
度
」
は
八
七
・

一
％
（
対
応
前
）
→
八
三
・
〇
％
（
対
応
後
）

と
四
・
一
ポ
イ
ン
ト
低
下
し
た
。
継
続
雇
用

制
度
を
導
入
し
て
い
る
企
業
（
対
応
後
）
の

九
一
・
二
％
は
六
〇
歳
定
年
制
を
採
用
し
て

い
る
。

　

企
業
規
模
別
で
は
、
規
模
が
小
さ
く
な
る

ほ
ど
「
定
年
の
定
め
の
廃
止
（
定
年
が
な

い
）」「
六
五
歳
以
上
へ
の
定
年
の
引
上
げ
」

の
回
答
割
合
が
高
く
な
る
。
業
種
別
で
は
、

サ
ー
ビ
ス
業
を
中
心
に
、
他
の
業
種
に
比
べ

て
、「
定
年
の
定
め
の
廃
止
」「
六
五
歳
以
上
へ

の
定
年
の
引
上
げ
」
の
割
合
が
高
い
。

継
続
雇
用
者
の
就
業
状
況

　

継
続
雇
用
者
の
就
業
状
況
を
み
る
と
、
雇

用
形
態
（
最
多
ケ
ー
ス
）
は
、「
自
社
の
正
社

員
」
三
五
・
二
％
、「
自
社
の
正
社
員
以
外
（
嘱

託
・
契
約
社
員
・
パ
ー
ト
等
）」
五
四
・
七
％
、

「
グ
ル
ー
プ
・
関
連
会
社
の
正
社
員
」
一
・

〇
％
、「
グ
ル
ー
プ
・
関
連
会
社
の
正
社
員
以

外
（
嘱
託
・
契
約
社
員
・
パ
ー
ト
等
）」
一
・

八
％
な
ど
と
な
っ
て
い
る
。
企
業
規
模
別
に

は
、
規
模
が
大
き
く
な
る
ほ
ど
、「
自
社
の
正

社
員
以
外（
嘱
託
・
契
約
社
員
・
パ
ー
ト
等
）」

の
割
合
が
高
く
、
規
模
が
小
さ
く
な
る
ほ
ど
、

「
自
社
の
正
社
員
」
の
割
合
が
高
い
。

　

雇
用
契
約
期
間
（
同
）
は
、「
一
年
単
位
」

が
七
九
・
五
％
と
約
八
割
を
占
め
、「
六
カ
月

以
上
一
年
未
満
の
単
位
」
が
六
・
九
％
、「
六

五
歳
ま
で
の
一
括
契
約
」が
五
・
二
％
で
あ
っ

た
。

　

仕
事
内
容
（
同
）
は
、「
定
年
到
達
時
点
と

同
じ
仕
事
内
容
」
が
八
三
・
八
％
と
八
割
以

上
に
達
し
、「
定
年
到
達
時
点
と
違
う
仕
事
内

容
だ
が
、
定
年
前
社
員
も
従
事
し
て
い
る
仕

事
」
が
九
・
九
％
、「
定
年
到
達
時
点
と
違
う

仕
事
内
容
で
、
定
年
到
達
社
員
に
用
意
さ
れ

た
仕
事
」
が
二
・
二
％
で
あ
っ
た
。

　

所
属
部
署
（
二
択
）
は
、「
定
年
到
達
時
点

と
同
じ
部
署
」
が
九
三
・
七
％
で
、「
定
年
到

達
時
点
と
は
異
な
る
部
署
」
は
わ
ず
か
四
・

〇
％
で
あ
っ
た
。
勤
務
場
所
は
、「
定
年
到
達

時
点
と
同
じ
事
業
場
」が
九
五
・
五
％
で
、「
定

年
到
達
時
点
と
は
異
な
る
事
業
場
」
が
二
・

〇
％
と
な
っ
て
い
る
。

　

勤
務
日
数
・
勤
務
時
間
（
複
数
回
答
）
は
、

「
フ
ル
タ
イ
ム
（
日
数
も
時
間
も
定
年
前
か

ら
変
わ
ら
な
い
）」
八
六
・
〇
％
、「
時
間
は

フ
ル
タ
イ
ム
だ
が
日
数
を
減
ら
す
（
短
日

数
）」
二
六
・
六
％
、「
時
間
は
フ
ル
タ
イ
ム

よ
り
減
る
が
日
数
は
減
ら
ず
（
短
時
間
）」

一
八
・
二
％
、「
時
間
も
日
数
も
フ
ル
タ
イ
ム

よ
り
減
る
（
短
日
数
・
短
時
間
）」
一
八
・
一
％

な
ど
と
な
っ
て
お
り
、
九
割
近
く
の
企
業
が

フ
ル
タ
イ
ム
勤
務
と
し
て
い
る
。
ま
た
、
企

業
規
模
が
大
き
く
な
る
ほ
ど
、
多
様
な
勤
務

形
態
を
用
意
す
る
企
業
の
割
合
が
高
い
。

　

人
事
評
価
の
方
法（
最
多
ケ
ー
ス
）は
、「
基

本
的
に
定
年
前
の
評
価
方
法
と
変
わ
ら
な

い
」
が
四
三
・
五
％
、「
定
年
前
の
評
価
方
法

と
別
の
方
法
で
行
う
」
が
二
一
・
六
％
、「
評

価
を
実
施
し
て
い
な
い
」
が
三
〇
・
四
％
で

あ
っ
た
。

　

年
間
給
与
に
つ
い
て
、
定
年
到
達
時
を
一

〇
〇
と
し
た
場
合
の
水
準
は
、
回
答
全
体
の

平
均
値
が
六
八
・
三
、
中
央
値
が
七
〇
・
〇

で
あ
っ
た
。
カ
テ
ゴ
リ
ー
別
に
は
、「
六
一
～

七
〇
」
二
二
・
九
％
、「
五
一
～
六
〇
」
二
一
・

七
％
、「
七
一
～
八
〇
」
一
七
・
〇
％
、「
五
〇

以
下
」
一
六
・
一
％
、「
八
一
以
上
」
一
五
・

三
％
の
順
と
な
っ
て
い
る
。　

賞
与
は
、「
支

給
し
て
い
る
」
が
六
〇
・
六
％
、「
支
給
し
て

い
な
い
」
が
三
六
・
六
％
で
あ
っ
た
。

　

改
正
高
年
齢
者
雇
用
安
定
法
の
施
行
に
企
業
は
ど
う
対
応
し
た
の
か

　

�

―�

Ｊ
Ｉ
Ｌ
Ｐ
Ｔ
「
高
年
齢
社
員
や
有
期
契
約
社
員
の
法
改
正
後
の
活
用
状
況
に
関

す
る
調
査
」
結
果
を
中
心
に

荒
川
創
太
・
調
査
・
解
析
部
主
任
調
査
員
補
佐
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法
改
正
に
伴
う
人
事
制
度
等
の
変
更

　

改
正
法
の
施
行
に
伴
う
、
企
業
の
社
内
組

織
や
人
事
・
処
遇
制
度
面
で
の
対
応
措
置
に

つ
い
て
、
一
〇
種
類
の
選
択
肢
を
示
し
、
複

数
回
答
し
て
も
ら
っ
た
。

　

六
〇
歳
以
上
の
高
年
齢
社
員
だ
け
に
か
か

る
対
応
措
置
（
図
１
）
に
つ
い
て
、「
実
施
し

た
」措
置
の
割
合
は
、「
賃
金
水
準
の
引
下
げ
」

が
二
〇
・
一
％
で
も
っ
と
も
高
く
、以
下
、「
勤

務
日
数
・
労
働
時
間
の
見
直
し
」
一
〇
・
四
％
、

「
賞
与
の
見
直
し
・
新
設
」
九
・
六
％
、「
人

事
評
価
方
法
の
見
直
し
」
六
・
七
％
、「
職
能

資
格
な
ど
人
事
格
付
け
の
見
直
し
」五
・
九
％

の
順
と
な
っ
て
い
る
。
一
方
、「
実
施
を
検
討

し
て
い
る
」
措
置
で
は
、「
勤
務
日
数
・
労
働

時
間
の
見
直
し
」
一
四
・
〇
％
、「
人
事
評
価

方
法
の
見
直
し
」
一
三
・
〇
％
、「
六
〇
歳
以

上
社
員
に
適
し
た
職
務
の
再
設
計
・
開
発
」

一
一･

五
％
な
ど
の
割
合

が
高
か
っ
た
。

　

全
社
的
な
対
応
措
置
に

つ
い
て
、「
実
施
し
た
」
措

置
の
割
合
で
は
、「
賃
金
制

度
の
見
直
し
」
一
一
・
三
％
、「
新
規
学
卒
者

の
採
用
計
画
の
見
直
し
」
九
・
三
％
、「
職
場

で
の
安
全
衛
生
対
策
の
強
化
」
八
・
七
％
な

ど
が
高
か
っ
た
。
一
方
、「
実
施
を
検
討
し
て

い
る
」
措
置
で
は
、「
賃
金
制
度
の
見
直
し
」

二
〇
・
七
％
、「
人
事
評
価
制
度
の
見
直
し
」

一
六
・
〇
％
の
割
合
が
高
か
っ
た
。

人
事
制
度
等
の
変
更
に
よ
る
影
響

　

改
正
法
施
行
へ
の
対
応
や
、
そ
れ
に
伴
う

社
内
組
織
お
よ
び
人
事
・
処
遇
制
度
等
の
変

更
に
よ
る
影
響
に
つ
い
て
尋
ね
た
結
果
（
複

数
回
答
）（
図
２
）
を
み
る
と
、「
総
額
人
件
費

の
増
大
」が
二
六
・
九
％
で
も
っ
と
も
多
か
っ

た
。
次
い
で
、「
社
員
に
対
す

る
健
康
面
で
の
配
慮
の
責
任

の
増
大
」
二
三
・
九
％
、「
ベ

テ
ラ
ン
社
員
の
残
留
に
よ
る

現
場
力
の
強
化
」二
三
・
八
％
、

「
高
年
齢
社
員
か
ら
若
・
中

年
層
へ
の
技
能
継
承
の
円
滑

化
」
一
九
・
三
％
、「
ベ
テ
ラ

ン
社
員
へ
の
依
存
度
の
上

昇
」
一
八
・
二
％
な
ど
が
多

か
っ
た
。
ベ
テ
ラ
ン
社
員
が

残
留
す
る
こ
と
に
よ
る
「
現

場
力
」
の
強
化
や
、
高
年
齢

社
員
か
ら
の
若
・
中
年
層
に

対
す
る
技
能
継
承
の
円
滑
化

な
ど
、
経
験
豊
富
で
高
技
能

の
高
年
齢
者
が
職
場
に
残
る

こ
と
に
よ
る
プ
ラ
ス
面
を
指

摘
す
る
企
業
が
少
な
く
な

か
っ
た
こ
と
は
重
要
な
点
だ

と
い
え
る
。
継
続
雇
用
者
を

適
切
に
活
用
す
れ
ば
、
そ
れ

を
さ
ら
な
る
競
争
力
強
化
に

つ
な
げ
て
い
け
る
と
企
業
自

身
が
考
え
て
い
る
こ
と
を
示

す
結
果
と
な
っ
て
い
る
。
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3.1

2.8

2.6

2.3

0.7

9.4

14.0

6.6

13.0

7.9

9.6

3.4

11.5

8.0

4.2

0.0 5.0 10.0 15.0 20.0 25.0

賃金水準の引下げ

勤務日数、労働時間の見直し

賞与の見直し・新設

人事評価方法の見直し

職能資格など人事格付けの見直し

６０歳以上社員が働きやすい職場づくり

賃金水準の引上げ

６０歳以上社員に適した職務の再設計・開発

高年齢社員の健康保持・増強のための施策

６０歳以上社員に対する再教育訓練

実施した

実施を検討している

2 6 .9

2 3 .9

2 3 .8

1 9 .3

1 8 .2

1 6 .9

1 5 .3

1 2 .0

1 0 .3

1 0 .0

7 .6

7 .3

5 .6

4 .9

4 .6

4 .5

4 .2

2 .1

2 .0

0.030.020.010.0

総 額 人 件 費 の 増 大

社 員 に 対 す る 健 康 面 で の 配 慮 の 責 任 の 増 大

ベ テ ラ ン 社 員 の 残 留 に よ る 現 場 力 の 強 化

高 年 齢 社 員 か ら 若 ・ 中 年 層 へ の 技 能 継 承 の 円 滑 化

ベ テ ラ ン 社 員 へ の 依 存 度 の 上 昇

社 員 の 滞 留 感 の 増 大

高 年 齢 層 の モ ラ ー ル （ や る 気 ） の 向 上

高 年 齢 層 の モ ラ ー ル （ や る 気 ） の 低 下

人 事 異 動 ・ 人 材 配 置 の 硬 直 化

若 ・ 中 年 層 の モ ラ ー ル （ や る 気 ） の 低 下

労 働 災 害 の 増 加

生 産 性 の 低 下

人 事 異 動 ・ 人 材 配 置 の 柔 軟 化

若 ・ 中 年 層 の モ ラ ー ル （ や る 気 ） の 向 上

管 理 職 の 負 担 軽 減

生 産 性 の 向 上

社 員 の 一 体 感 の 醸 成

労 働 組 合 等 と の 調 整 負 担 の 増 大

そ の 他

図１　改正法に対応するために実施した社内組織や人事・処遇制度等の変更・新設
　（60歳以上の高年齢社員にかかる措置）（複数回答　n=7179　単位：％）

図２　法対応や人事制度等変更による影響（今後の見通し含む）
　　　（複数回答　n= 7179　単位：％ ）

注）無回答は省略してグラフを作成
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高
齢
者
雇
用
の
現
状

　

韓
国
は
近
年
、
出
生
率
の
低
下
や
平
均
寿

命
の
伸
長
に
よ
る
急
激
な
人
口
構
造
の
変
化

を
経
験
し
て
い
る
。
一
九
八
五
年
～
二
〇
一

〇
年
の
二
五
年
間
に
、
全
人
口
に
占
め
る
二

五
歳
未
満
の
割
合
は
一
一
・
六
ポ
イ
ン
ト
低

下
し
、
五
〇
～
六
四
歳
は
六
・
七
ポ
イ
ン
ト
、

六
五
歳
以
上
は
六
・
四
ポ
イ
ン
ト
上
昇
し
た
。

同
じ
期
間
に
、
全
就
業
者
に
占
め
る
二
五
歳

未
満
の
割
合
も
九
・
七
ポ
イ
ン
ト
低
下
し
、

五
〇
～
六
四
歳
は
八
・
一
ポ
イ
ン
ト
、
六
五

歳
以
上
は
四
・
〇
ポ
イ
ン
ト
上
昇
し
た
。
五

〇
歳
以
上
の
高
齢
労
働
者
の
就
業
が
増
加
し

た
の
は
、
人
口
構
造
の
変
化
だ
け
で
な
く
、

よ
り
多
く
の
高
齢
者
が
労
働
に
参
加
す
る
よ

う
に
な
っ
た
こ
と
に
よ
る
。

　

五
〇
歳
以
上
の
高
齢
労
働
者
の
多
く
が
整

理
解
雇
に
よ
っ
て
職
場
か
ら
追
い
出
さ
れ
、

困
難
な
財
政
状
況
の
た
め
に
劣
悪
な
労
働
環

境
を
甘
受
し
て
再
就
職
せ
ざ
る
を
得
な
い
。

　

高
齢
労
働
者
は
、
他
の
年
齢
層
に
比
べ
て

自
営
業
従
事
比
率
が
非
常
に
高
く
、
五
〇
～

六
四
歳
の
約
五
〇
％
、
六
五
歳
以
上
の
八

〇
％
以
上
が
自
営
業
に
従
事
し
て
い
る
。
通

常
、
自
営
業
者
の
所
得
は
賃
金
労
働
者
よ
り

低
く
、
自
営
業
者
は
賃
金
労
働
の
機
会
が
少

な
い
た
め
、
次
善
の
策
と
し
て
自
営
業
を
選

択
し
て
い
る
可
能
性
が
高
い
。

高
齢
労
働
者
の
雇
用
の
質

　

高
齢
労
働
者
が
勤
務
す
る
事
業
所
の
特
性

の
う
ち
、
事
業
所
規
模
を
み
る
と
、
従
業
員

三
〇
〇
人
以
上
の
大
企
業
に
勤
務
す
る
割
合

は
、
五
五
～
六
四
歳
が
六
・
〇
％
、
六
五
歳

以
上
が
一
・
六
％
と
非
常
に
低
い
。
他
方
、

従
業
員
五
人
未
満
の
小
規
模
企
業
に
勤
務
す

る
割
合
は
、
五
五
～
六
四
歳
が
二
三
・
三
％
、

六
五
歳
以
上
が
三
九
・
七
％
と
非
常
に
高
い
。

小
規
模
企
業
ほ
ど
、
非
正
規
労
働
者
を
よ
り

多
く
雇
用
し
、
賃
金
が
低
く
、
社
会
保
険
加

入
に
否
定
的
な
傾
向
を
示
し
て
い
る
。

　

業
種
別
に
み
る
と
、
製
造
業
に
従
事
す
る

高
齢
労
働
者
の
割
合
が
低
く
、
建
設
業
、
宿

泊
お
よ
び
事
業
支
援
サ
ー
ビ
ス
業
に
従
事
す

る
割
合
が
高
い
。
賃
金
等
の
勤
務
条
件
は
、

一
般
的
に
前
者
が
高
く
、
後
者
が
低
い
。

　

従
業
上
の
地
位
で
は
、
五
五
歳
～
六
四
歳

の
高
齢
賃
金
労
働
者
の
う
ち
、
常
用
雇
用
の

割
合
は
五
〇
・
九
％
で
、
残
り
は
臨
時
や
日

雇
い
で
働
い
て
い
る
。
六
五
歳
以
上
の
常
用

雇
用
は
二
四
・
三
％
で
、
臨
時
が
五
四
・
八
％
、

日
雇
い
が
二
〇
・
九
％
で
あ
る
。

　

賃
金
水
準
を
み
る
と
、
五
五
～
六
四
歳
の

正
規
雇
用
労
働
者
の
月
額
賃
金
水
準
は
、
三

五
～
四
四
歳
の
三
分
の
二
に
も
満
た
な
い
。

こ
れ
は
正
規
雇
用
労
働
者
の
相
当
数
が
、
定

年
や
非
自
発
的
離
職
を
経
験
し
た
後
、
賃
金

水
準
が
よ
り
低
い
他
の
事
業
所
に
正
規
雇
用

と
し
て
再
就
職
し
た
こ
と
を
意
味
す
る
。

　

賃
金
労
働
者
全
体
の
勤
続
期
間
を
み
る
と
、

三
五
～
四
四
歳
が
四
八
カ
月
、
四
五
～
五
四

歳
が
五
一
と
長
く
、
五
五
～
六
四
歳
は
二
七

カ
月
、
六
五
歳
以
上
は
七
カ
月
と
短
い
。

人
口
構
造
の
高
齢
化
と 

労
働
力
供
給
不
足

　

韓
国
の
総
人
口
は
二
〇
三
〇
年
に
五
二
一

六
万
人
で
ピ
ー
ク
に
達
し
た
後
急
速
に
減
少

し
、
二
〇
六
〇
年
に
は
四
三
九
六
万
人
と
な

る
（
表
）。
韓
国
は
二
〇
一
〇
年
現
在
、
総

人
口
に
占
め
る
六
五
歳
以
上
人
口
の
割
合
が

一
一
％
の
高
齢
化
社
会
で
あ
る
が
、
二
〇
三

〇
年
に
は
、
そ
の
割
合
が
二
四
・
三
％
の
高

齢
社
会
、
二
〇
六
〇
年
に
は
四
〇
％
の
超
高

齢
社
会
を
迎
え
る
。

　

総
人
口
に
占
め
る
生
産
年
齢
人
口
の
割
合

は
、
二
〇
一
五
年
の
七
三
・
〇
％
を
ピ
ー
ク

に
減
少
に
転
じ
、二
〇
三
〇
年
は
六
三
・
一
％
、

二
〇
六
〇
年
は
四
九
・
七
％
ま
で
低
下
す
る
。

　

韓
国
雇
用
情
報
院
の
労
働
需
要
見
通
し
に

よ
る
と
、
二
〇
一
一
～
二
〇
二
〇
年
の
職
業

別
新
規
需
要
（
年
平
均
）
は
、専
門
職
二
四
・

四
万
人
、
事
務
従
事
者
一
〇
・
一
万
人
、
そ

の
他
サ
ー
ビ
ス
一
・
六
万
人
、
販
売
従
事
者

一
・
八
万
人
、
技
能
職
と
装
置
機
械
操
作
職

各
一
万
人
な
ど
。
同
じ
期
間
の
短
大
卒
以
上

の
新
規
労
働
力
需
給
の
差
を
み
る
と
、
一
万

七
〇
〇
〇
人
の
人
材
不
足
と
な
る
管
理
職
を

除
い
て
、
専
門
職
一
九
万
人
、
事
務
従
事
者

一
六
・
二
万
人
、
販
売
従
事
者
七
・
八
万
人

な
ど
、
す
べ
て
の
職
種
で
供
給
超
過
と
な
る

見
通
し
で
あ
る
。
し
か
し
、
生
産
年
齢
人
口

の
減
少
に
伴
い
、
労
働
供
給
は
二
〇
一
六
年

を
起
点
に
減
少
す
る
と
予
想
さ
れ
る
。
高
齢

者
は
生
産
年
齢
人
口
か
ら
外
れ
て
も
経
済
生

活
を
維
持
す
る
た
め
、
労
働
需
要
の
創
出
に

寄
与
す
る
。
し
た
が
っ
て
、
ほ
と
ん
ど
の
職

種
で
超
過
供
給
状
況
は
、
二
〇
二
〇
年
代
に

は
、
超
過
需
要
に
転
換
す
る
と
み
ら
れ
る
。

高
齢
者
雇
用
問
題
の
政
策
対
応

　

労
働
供
給
不
足
は
、
労
働
者
個
人
に
と
っ

て
は
賃
金
等
の
労
働
条
件
が
向
上
す
る
か
も

し
れ
な
い
が
、
国
家
レ
ベ
ル
で
は
生
産
不
足

に
直
面
し
福
祉
水
準
の
低
下
に
つ
な
が
り
か

ね
な
い
。
し
た
が
っ
て
、
高
齢
者
の
労
働
参

加
を
よ
り
一
層
促
進
す
る
必
要
が
あ
る
。
賃

金
ピ
ー
ク
制
や
職
能
給
制
は
、
年
功
賃
金
制

に
よ
る
高
齢
労
働
者
の
人
件
費
負
担
を
軽
減

し
、
雇
用
期
間
を
延
長
す
る
イ
ン
セ
ン
テ
ィ

ブ
を
提
供
す
る
。
し
か
し
、
賃
金
ピ
ー
ク
制

が
単
に
高
齢
労
働
者
の
賃
金
削
減
の
手
段
と

化
す
こ
と
を
防
止
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

　

高
齢
労
働
者
は
賃
金
が
低
く
、
最
低
賃
金

適
用
対
象
者
の
割
合
が
高
い
。
最
低
賃
金
が

き
ち
ん
と
遵
守
さ
れ
る
よ
う
対
策
を
講
じ
る

必
要
が
あ
る
。

　

二
〇
二
〇
年
以
降
、
拡
大
す
る
労
働
力
供

給
不
足
を
克
服
す
る
た
め
に
は
、
定
年
後
も

専
門
分
野
で
継
続
し
て
働
け
る
よ
う
、
適
切

に
マ
ッ
チ
ン
グ
さ
せ
る
制
度
の
整
備
や
退
職

後
の
職
業
教
育
の
充
実
化
が
重
要
で
あ
る
。

　

韓
国
：
Ｋ
Ｌ
Ｉ

　

韓
国
の
高
齢
者
雇
用�

オ
ー
・
サ
ン
ボ
ン
・
副
研
究
委
員

表　年齢階層別生産年齢人口（15～64歳、千人、％）

年度 比率 総人口 生産年齢人口
人口 構成比

15～24 25～49 50～６4 15～24 25～49 50～６4
19６0 54.8 25,012 13,６98 4,741 ６,9６4 1,993 34.６ 50.8 14.5
1990 ６9.3 42,8６9 29,701 8,784 1６,148 4,7６8 29.６ 54.4 1６
2010 72.8 49,410 35,983 ６,６77 20,427 8,878 18.６ 5６.8 24.7
2015 73.0 50,６17 3６,953 ６,701 19,398 10,854 18.1 52.5 29.4
2020 71.1 51,435 3６,5６3 5,６79 18,６50 12,234 15.5 51 33.5
2025 ６7.2 51,972 34,902 4,717 17,６07 12,578 13.5 50.4 3６
2030 ６3.1 52,1６0 32,893 4,494 1６,243 12,15６ 13.7 49.4 37
2035 59.5 51,888 30,890 4,4６６ 14,724 11,701 14.5 47.7 37.9
2040 5６.5 51,091 28,873 4,39６ 13,759 10,718 15.2 47.7 37.1
2045 54.5 49,810 27,171 4,2６9 12,470 10,432 15.7 45.9 38.4
2050 52.7 48,121 25,347 3,971 11,454 9,923 15.7 45.2 39.1
2055 51.６ 4６,125 23,817 3,545 11,0６1 9,211 14.9 4６.4 38.7
20６0 49.7 43,959 21,8６5 3,201 10,６98 7,9６６ 14.６ 48.9 3６.4

資料出所：統計庁（2011）『将来人口推計』
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海外労働事情

賃
金
ピ
ー
ク
制
の
現
状

　

二
〇
一
三
年
現
在
、
韓
国
企
業
の
七
一
・

九
％
が
年
功
賃
金
制
を
採
用
し
て
い
る
。
年

功
賃
金
制
は
、
企
業
が
賃
金
の
高
い
高
齢
者

の
継
続
雇
用
を
敬
遠
す
る
要
因
と
し
て
作
用

す
る
。こ
う
し
た
状
況
を
背
景
に
、賃
金
ピ
ー

ク
制
に
関
す
る
議
論
が
始
ま
っ
た
。

　

賃
金
ピ
ー
ク
制
は
、
定
年
保
障
や
定
年
後

の
雇
用
延
長
等
の
雇
用
保
障
を
前
提
に
賃
金

を
調
整
す
る
制
度
で
あ
る
。
①
現
在
の
定
年

を
保
障
す
る
が
、
定
年
以
前
の
一
定
時
点
か

ら
賃
金
を
凍
結
・
削
減
す
る
定
年
保
障
型（
導

入
企
業
三
〇
・
三
％
）、
②
現
在
の
定
年
を

延
長
す
る
条
件
で
、
一
定
時
点
か
ら
賃
金
を

凍
結
・
削
減
す
る
定
年
延
長
型
（
同
二
八
・

八
％
）、
③
定
年
は
据
え
置
き
、
定
年
退
職

者
を
契
約
職
等
の
形
態
で
再
雇
用
し
、
定
年

前
よ
り
賃
金
を
削
減
・
凍
結
す
る
雇
用
延
長

型
（
同
三
六
・
四
％
）
―
―
の
三
種
類
が
あ

る
。
金
融
お
よ
び
保
険
業
、
通
信
業
、
製
造

業
で
賃
金
ピ
ー
ク
制
が
よ
り
多
く
導
入
さ
れ

て
い
る
。
労
働
者
の
賃
金
を
削
減
・
凍
結
す

る
賃
金
ピ
ー
ク
制
適
用
年
齢
は
平
均
五
六
歳
、

勤
務
延
長
期
間
は
二
・
五
年
、
最
終
退
職
時

の
賃
金
水
準
は
最
高
年
功
賃
金
時
の
八
五
％

程
度
で
あ
る
。

　

賃
金
ピ
ー
ク
制
の
導
入
目
的（
複
数
回
答
）

は
、
人
件
費
負
担
の
軽
減
（
五
九
・
四
％
）、

高
齢
者
の
経
験
・
ノ
ウ
ハ
ウ
の
活
用
（
五
〇
・

〇
％
）、
中
高
年
労
働
者
の
雇
用
不
安
解
消

（
三
五
・
四
％
）、
高
齢
者
の
士
気
向
上
（
二

二
・
六
％
）、人
事
停
滞
の
解
消（
一
八
・
六
％
）、

構
造
改
革
の
代
案
（
一
八
・
四
％
）
の
順
に

多
い
。
他
方
、
未
導
入
理
由
（
複
数
回
答
）

は
、
労
使
合
意
の
困
難
さ
（
三
七
・
六
％
）、

高
齢
者
適
合
職
務
・
職
種
開
発
の
困
難
さ（
三

一
・
九
％
）、
賃
金
削
減
に
よ
る
所
得
減
少

を
恐
れ
る
労
組
の
反
対
（
二
八
・
九
％
）
の

順
と
な
っ
て
い
る
。

政
府
の
支
援
策

　

賃
金
ピ
ー
ク
制
に
関
連
す
る
政
府
の
支
援

策
は
、
高
齢
者
を
雇
用
す
る
企
業
を
直
接
支

援
す
る
定
年
延
長
支
援
金
、
高
齢
労
働
者
を

直
接
支
援
す
る
賃
金
ピ
ー
ク
制
支
援
金
が
代

表
的
で
あ
る
。
定
年
延
長
支
援
金
は
、
定
年

を
廃
止
ま
た
は
延
長
し
て
高
齢
者
を
継
続
雇

用
す
る
従
業
員
三
〇
〇
人
未
満
の
事
業
所
に

対
し
、
一
人
当
た
り
年
間
最
高
三
六
〇
万

ウ
ォ
ン
を
支
給
す
る
。
賃
金
ピ
ー
ク
制
支
援

金
は
、
定
年
延
長
型
、
再
雇
用
型
、
労
働
時

間
短
縮
型
の
三
類
型
ご
と
に
定
め
ら
れ
た
賃

金
減
額
率
な
ど
の
要
件
に
基
づ
き
支
援
金
を

支
給
す
る
。

賃
金
ピ
ー
ク
制
の
特
性

　

一
九
九
七
年
の
ア
ジ
ア
通
貨
危
機
以
降
、

国
内
企
業
は
不
況
克
服
と
競
争
力
確
保
の
た

め
、
持
続
的
な
経
営
革
新
と
構
造
改
革
を
断

行
し
た
。
そ
の
過
程
で
、
年
功
賃
金
制
に
基

づ
く
生
産
性
と
賃
金
の
乖
離
の
問
題
を
解
決

す
る
た
め
、
希
望
退
職
制
度
等
に
よ
る
中
高

年
層
の
早
期
退
職
が
一
般
化
し
た
。
し
か
し
、

本
人
の
意
思
よ
り
も
退
職
勧
奨
の
形
で
行
わ

れ
る
希
望
退
職
に
よ
っ
て
、
労
働
者
の
雇
用

不
安
が
拡
大
し
、
士
気
の
低
下
、
組
織
へ
の

忠
誠
心
の
減
少
、
生
産
性
の
低
下
が
憂
慮
さ

れ
た
。
こ
う
し
た
状
況
下
に
お
い
て
、
企
業

は
労
組
の
同
意
を
引
き
出
す
こ
と
が
で
き
る

ソ
フ
ト
な
形
態
の
構
造
改
革
と
し
て
賃
金

ピ
ー
ク
制
を
活
用
し
た
。
賃
金
ピ
ー
ク
制
は
、

賃
金
減
額
率
と
実
施
年
齢
に
よ
っ
て
、
事
実

上
高
齢
者
を
早
期
退
職
に
誘
導
す
る
こ
と
が

で
き
る
一
種
の
雇
用
調
整
策
と
言
え
る
。

　

定
年
保
障
型
の
賃
金
ピ
ー
ク
制
は
、
賃
金

削
減
を
伴
う
制
度
で
あ
り
、
明
白
な
労
働
条

件
の
不
利
益
変
更
に
該
当
す
る
。
し
た
が
っ

て
、
過
半
数
労
働
組
合
ま
た
は
労
働
者
の
過

半
数
の
同
意
を
必
要
と
す
る
。
他
方
、
定
年

延
長
型
賃
金
ピ
ー
ク
制
は
、
定
年
延
長
や
定

年
後
の
再
雇
用
に
よ
る
利
益
と
賃
金
削
減
に

よ
る
不
利
益
を
比
較
す
る
た
め
、
不
利
益
と

判
断
さ
れ
る
余
地
が
多
く
な
い
。

　

賃
金
ピ
ー
ク
制
を
効
果
的
に
実
施
す
る
た

め
に
は
、
高
齢
者
の
賃
金
体
系
改
善
策
と
し

て
の
賃
金
ピ
ー
ク
制
の
運
営
、
高
齢
者
の
職

務
開
発
、
高
齢
者
雇
用
促
進
プ
ロ
グ
ラ
ム
、

転
職
お
よ
び
企
業
支
援
プ
ロ
グ
ラ
ム
、
教
育

訓
練
プ
ロ
グ
ラ
ム
な
ど
の
要
素
を
同
時
に
活

用
し
て
い
く
必
要
が
あ
る
。

六
〇
歳
定
年
延
長
法
の
影
響

　

韓
国
で
は
、
高
齢
者
雇
用
促
進
法
改
正
法

が
二
〇
一
三
年
四
月
三
〇
日
に
国
会
で
可
決

成
立
し
、
六
〇
歳
以
上
の
定
年
制
が
従
業
員

三
〇
〇
人
以
上
の
事
業
所
お
よ
び
公
共
機
関

は
二
〇
一
六
年
か
ら
、
三
〇
〇
人
未
満
の
事

業
所
お
よ
び
国
・
地
方
自
治
体
は
二
〇
一
七

年
か
ら
義
務
化
さ
れ
る
。
定
年
を
延
長
す
る

事
業
所
で
は
、
必
要
に
応
じ
て
賃
金
体
系
の

改
編
等
の
措
置
を
講
じ
な
け
れ
ば
な
ら
な
い

と
規
定
さ
れ
て
い
る
。

　

大
韓
商
工
会
議
所
が
大
企
業
九
四
社
、
中

小
企
業
二
〇
九
社
を
対
象
に
実
施
し
た
ア
ン

ケ
ー
ト
調
査
に
よ
る
と
、回
答
企
業
の
七
二
・

六
％
が
、
六
〇
歳
定
年
制
の
義
務
化
に
伴
う

人
件
費
負
担
を
緩
和
す
る
た
め
、
賃
金
ピ
ー

ク
制
を
導
入
す
る
必
要
が
あ
る
、
と
回
答
し

た
。
賃
金
ピ
ー
ク
制
の
導
入
を
検
討
し
て
い

る
企
業
は
、
調
整
を
前
倒
し
し
て
い
る
。
韓

国
を
代
表
す
る
企
業
の
サ
ム
ス
ン
電
子
は
、

六
〇
歳
定
年
の
延
長
を
二
年
後
に
控
え
た
今

年
か
ら
賃
金
ピ
ー
ク
制
を
導
入
す
る
と
発
表

し
た
。
表
は
、
主
要
企
業
の
賃
金
ピ
ー
ク
制

導
入
状
況
で
あ
る
。

　

他
方
、
既
に
六
〇
歳
定
年
が
法
定
さ
れ
た

状
況
に
お
い
て
は
、
賃
金
体
系
改
編
に
関
す

る
労
使
合
意
に
至
ら
な
く
と
も
、
二
〇
一
六

年
以
降
は
六
〇
歳
定
年
が
義
務
と
な
る
。
労

働
界
の
一
部
は
、
賃
金
調
整
を
伴
わ
な
い
純

粋
な
六
〇
歳
へ
の
定
年
延
長
と
六
五
歳
へ
の

定
年
延
長
を
条
件
と
す
る
賃
金
二
〇
％
削
減

を
主
張
し
て
い
る
。
六
〇
歳
定
年
の
義
務
化

以
降
も
、
相
変
わ
ら
ず
企
業
が
早
期
退
職
を

強
要
す
る
人
事
評
価
制
度
を
運
用
す
る
可
能

性
が
あ
る
と
し
て
、
賃
金
ピ
ー
ク
制
の
導
入

に
強
く
反
対
す
る
方
針
を
示
し
て
い
る
。

　

制
度
的
観
点
か
ら
み
た
賃
金
ピ
ー
ク
制
導
入
過
程

�

ジ
ョ
ン
・
ド
ン
ク
ァ
ン
・
副
研
究
委
員

表　主要企業の賃金ピーク制導入状況
企業 定年 賃金ピーク制（賃金調整） 導入時期 備考

サムスン電子 ６0歳 5６歳90％、57歳81％、
58歳72％、59歳６0％

2014年（賃
金ピーク制
未定）

1959年生まれと
19６0年生まれの
み該当

LG電子 58歳 55歳から10％ずつ削減 2007年
GSカルテックス ６0歳 58歳以降80％のみ支給 2011年
ポスコ 58歳 57歳90％、58歳80％ 2011年 再雇用時６0％
大宇造船 ６0歳 ６0歳のみ賃金80％ 2013年
現代自動車 59歳 +1年（契約職） 2013年

国民銀行 ６0歳 基本年俸の250％
5年に分けて支給 2007年

一般行員と区分
された単純業務
付与

ウリ銀行 ６0歳 基本年俸の240％
5年に分けて支給 2005年 金融界初の実施


